
法制化に伴う「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」の変更点について 

 

○「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が４月１日より施行 
 日本型直接支払（多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業

直接支払）の取組を法律に位置づけ  
法律の概要は別紙参照 

  
○法制化に伴う主な変更点 

項  目 法制化前（H26 まで） 法制化後（H27 以降） 

事業主体 地域協議会 活動組織 

採択手続 

・市町と活動組織が協定を締

結 
・活動組織の申請に基づき、

地域協議会が採択 

・活動組織から提出された事

業計画を市町が認定 

交付ルート 
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